
●質問に対する回答書

令和8年5月25日

No. 質問 回答

1

貴庁において、エンゲージメントに関する調査を

実施するのは初めてとなるでしょうか。もし以前

にサーベイを実施しているようでしたら、その際

に挙がった課題や対策等についてご教示くださ

い。

当事業実施検討のため、令和７年度に所属を限定

して調査を実施したことはございますが、全所属

を対象として実施したことはございません。な

お、検討段階のものであるため、結果から生じた

課題や対策等についてはお答えできません。

2

募集要領では、プレゼンテーションによる審査が

予定されていますが、当該プレゼンテーションは

オンラインではなく、現地でのプレゼンテーショ

ンとなるでしょうか。

プレゼンテーションは原則として対面（現地）で

の実施を想定しています。

3

「行政事務用端末機が配布されていない職員に対

しては、紙（マークシート等）での調査等の代替

方法により実施すること」とありますが、当該職

員の方は何名程度いらっしゃるでしょうか。

現時点で約３０名程度を想定しております。

4

サーベイ結果の報告について「県が指定する会議

等の場において、報告すること」とありますが、

当該会議はどのようなレイヤー（副知事、各部長

級等）に、何回程度の実施を想定されているで

しょうか。

現状の案となりますが、庁議の場（知事、副知

事、各部局長等の出席）での報告を想定しており

ます。

回数等の想定はございません。他団体等の実施経

験から本県にとって最も効果的なご提案をいただ

ければと存じます。

5

仕様書「５事業内容等（４）調査の実施」につい

て、紙（マークシート等）の調査対象者は何名を

想定されているかご教示いただけますと幸いで

す。

No.3の回答をご参照ください。

6

仕様書「９その他特記事項（2）機密保持」の

「受託者は、本業務の目的以外のために、提供さ

れた資料等を利用し、又は第三者に提供してはな

らない」旨の規定について、職員サーベイの回答

結果の利用に関し、以下の2点を「本業務の目

的」の範囲内の利用として整理いただくことは可

能でしょうか。

・クラウドシステムのサービス改善及びデータ精

度の向上を目的として利すること

・利用者を特定できない形式に加工したうえで、

統計処理済みデータとして、特定の提携研究機関

に提供すること

上記の整理について懸念点がございましたら、ご

教示いただけますと幸いです。

 仕様書「９ その他特記事項（２）機密保持」に

記載のとおり、本業務の目的以外での利用や第三

者への提供は原則として認めておりません。ただ

し、クラウドシステムのサービス改善等に関する

利用については、受託候補者として選定した後の

仕様調整の際に協議に応じます。

委託業務名：令和８年度 職員のエンゲージメント向上に関する調査・改善支援等業務



No. 質問 回答

7

仕様書「９その他特記事項（4）クラウドシステ

ム」の「立入検査又は情報セキュリティ監査を受

け入れること」との規定について、実際の立入検

査又は監査の受入れに代えて、以下の対応をもっ

て本要件を満たすものとして整理いただくことは

可能でしょうか。

・ご希望される資料の提出

・ プライバシーマーク認証の監督機関による定期

的な立入検査を受けている事実のご説明

弊社クラウドシステムの利用規約上、他のお客様

への役務提供に影響が生じることを防止する観点

から、他自治体のお客様を含め、個別の立入検査

については一律でお断りしております。

上記対応について懸念点がございましたら、ご教

示いただけますと幸いです。

実際の立入検査等に代わる、セキュリティの実施

状況に関する書面報告や説明等での代替の可否に

ついては、受託候補者として選定した後の仕様調

整の際に協議に応じます。

8

仕様書「９その他特記事項（5）権利の帰属」の

成果品に係る著作権について、クラウドシステム

提供者としての競争優位性の維持及び事業継続の

観点から、受託者に留保する形として整理いただ

くことは可能でしょうか。

なお、貴県に対して、本業務の目的に沿う範囲内

で成果品の利用を許諾することを前提としており

ます。

上記の整理について懸念点がございましたら、ご

教示いただけますと幸いです。

本業務の実施による成果品に係る著作権は、原則

として全て県に帰属するものとします。ただし、

クラウドシステムそのものの著作権や標準規約に

係る知的財産権等の取扱いについては、受託候補

者として選定した後の仕様調整の際に協議に応じ

ます。

9

募集要領「７審査基準等 審査項目 過去の実績」

について、指定の様式では4件記入欄があるかと

存じますが、最低何件以上の記載が必要でしょう

か。

最低１件は記入していただく必要があります。

10

仕様書等 該当箇所：仕様書 1ページ「3 委託業務

の目的、趣旨」 および 2ページ「5 業務内容等

(6) 施策提案等」 質問内容：【インナーとアウ

ターの連動について】

本業務の目的として「採用倍率の低下」や「人材

確保及び定着」が挙げられております 。単に庁内

での調査・改善支援（インナー）に留まらず、本

業務で得られた職場環境改善への具体的な取り組

みのファクトや成果を、「採用広報」や「対外的

なパブリシティ（PR）」に活用し、徳島県庁のブ

ランディング（人材確保）へレバレッジを利かせ

るような提案を含めることは、企画提案の評価対

象（あるいは推奨される内容）となりますでしょ

うか。

具体的な提案内容が現時点では不明なため、断言

はできませんが、募集要項８ページに記載してい

る審査基準項目「業務理解」「施策提案・改善支

援」の項目において、評価対象となる可能性があ

ると考えます。
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11

仕様書等 該当箇所：仕様書 2ページ「5 業務内容

等 (4) 調査の実施」 および 4-5ページ「9 その他

特記事項 (4) クラウドシステム」 質問内容：【継

続的なシステム利用料・ランニングコストの抑制

について】

Webシステムの導入にあたり、セキュリティ要件

を満たしていることは前提としつつ 、本委託期間

終了後の翌年度以降において、外部の専用システ

ム等に対する高額な年間ライセンス料やハード

ウェア維持費といった「継続的な料金が発生しな

い仕組み（ランニングコストを徹底して抑制でき

る提案）」は、評価の対象となりますでしょう

か。（例：県が既に保有する既存ライセンスの活

用や、初期の環境構築費用のみで完結する仕組み

など）

翌年度以降の事業の実施については現時点で未定

であるため、評価の対象としては想定しておりま

せん。

12

仕様書等 該当箇所：仕様書 2ページ「5 業務内容

等 (4) 調査の実施」（代替方法による調査） 質問

内容：【代替方法（紙調査等）の想定規模につい

て】

「行政事務用端末機が配布されていない職員に対

しては、紙（マークシート等）での調査等の代替

方法により実施」とありますが 、現時点で想定さ

れる対象職員の概ねの人数、または対象となる主

な部署や現場の数（出先機関など）について、開

示可能な目安がございましたらご教示ください。

No.3の回答をご参照ください。

所属等につきましては、契約後にお知らせさせて

いただきます。

13

本業務の履行にあたり、受託代表企業が主体とな

りつつ、特定の専門領域（組織コンサルティン

グ・調査分析等）において高度な知見を有する弊

社グループ関連会社や専門機関と連携したプロ

ジェクト体制での実施を想定しております。

この場合、参加申込時および企画提案時に提出が

求められている「登記事項証明書」「財務諸表」

「納税証明書」等の各種証明書類については、受

託代表企業（参加申込者）のもののみで問題ない

でしょうか。

共同事業体ではなく業務の一部を委託するという

ことであれば、各種証明書類の提出は受託代表企

業のみで差し支えありません。しかしながら、業

務を効率的に行う上で必要と認められる場合に、

事前に県の承諾を得た上で行っていただく必要が

ございますので、貴社が契約候補者として選定さ

れた段階で、改めて詳細について協議が必要とな

ります。
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14

２ 参加資格要件（3）について

協働予定の、弊社グループ関連会社の実績も含め

る形で問題ないでしょうか。

業務実績は原則として参加申込者自身の実績をご

記載ください。ただし、関連会社に業務の一部を

委託し、その実績を本業務で活用する場合は、そ

の旨と実施体制（役割分担等）を企画提案書等に

明記していただくことは可能です。ただし、受託

代表企業自身としても募集要領に定める参加資格

を満たしている必要があります。

15

事業報告書について

募集要項「3 提出書類等」の（1）オにおいて「直

近の事業年度における事業報告書、貸借対照表及

び損益計算書又はこれに類するもの」とあります

が、「事業報告書」は会社法等で定められた特定

の形式が求められますでしょうか。当社独自の

フォーマットで作成した直近1年間の事業内容や

活動概要がわかる資料（会社パンフレットや事業

概況レポート等）で代用することは可能でしょう

か。

独自のフォーマット等の詳細が不明なため、代替

の可否についてお答えできません。ただし、必ず

しも会社法等で定められた形式のみである必要は

ございません。

16

過去の実績を証明する書類について

「参加団体の概要・業務実績（様式第3号）」に

おいて、「実績を証明する書類（契約書等）の写

し」および「業務内容の詳細のわかる書類（仕様

書等）の写し」の添付が求められておりますが、

民間企業等との契約上、機密保持（NDA）の観点

から発注者名や契約金額、業務詳細等をそのまま

外部へ提出することが困難な場合がございます。

発注者名や金額等の黒塗り（マスキング）による

提出、あるいは業務完了証明書等の代替書類での

提出は可能でしょうか。

代替書類での提出等は可能と考えますが、詳細が

不明なため、貴社が想定されている書類で要件を

確認できるかは、判断しかねます。少なくとも、

県と同等もしくはそれ以上の調査規模で地方公共

団体や民間企業等を対象にしたエンゲージメント

を把握するための調査・分析・改善施策立案支援

を実施運営した実績があることが確認できるもの

である必要があると考えます。
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17

調査・分析の「最小単位」について

仕様書「5 業務内容等」の（5）において、区分ご

との分析や個別の課題を抱える組織に対する改善

策の提示が求められておりますが、分析やレポー

ト作成を行う「組織の最小単位（階層）」は、公

開されている行政機構図のどの階層（例：部局単

位、課・室単位、あるいは地方機関ごと等）を想

定しておりますでしょうか。また、個別対応を要

する部署は最大で何部署程度を想定して見積もり

に含めておくべきか、目安があればご教示くださ

い。

部局は約11部局、所属は約150所属に分かれてい

ます。現時点での分析の最小単位は、この所属単

位（約150所属）を想定しております。

個別対応を要する数等については、調査結果から

協議によって判断することになるかと思いますの

で、現時点での目安はございません。

18

一般競争入札参加資格について

「参加団体の概要・業務実績（様式第3号）」内

に「一般競争入札参加資格（取得済み／申請

中）」のチェック欄がございますが、現在未取得

であり申請も行っていない場合でも、募集要項の

「2 参加資格要件」を満たしていれば本プロポー

ザルへの参加は可能でしょうか。参加可能な場

合、当該欄は空欄（または「未取得」等の追記）

での提出でよろしいでしょうか。

募集要項の要件を満たしていれば参加可能です。

空欄、若しくは「未取得」と記載をお願いしま

す。

19

紙（マークシート等）での代替調査の規模につい

て

仕様書「5 業務内容等」の（4）において「行政事

務用端末機が配布されていない職員に対しては、

紙（マークシート等）での調査等の代替方法によ

り実施」とあります。代替方法については県との

協議で決定とのことですが、仮に紙（マークシー

ト等）による調査で実施することになった場合、

対象となる職員は約3,400名のうち概算で何名程

度を想定しておけばよろしいでしょうか。また、

その際の各部署への用紙の配布および回収作業

は、県側でご対応いただけるという認識でよろし

いでしょうか。

No.3の回答をご参照ください。

用紙の配布・回収作業は県側で実施を想定してお

ります。
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20

報告会やワークショップ等の実施回数・形式につ

いて

仕様書「5 業務内容等」の（5）および（6）に記

載されている「県が指定する会議等の場での報

告」や、改善支援としての「ワークショップ、説

明会等」について、現時点で想定されている実施

回数の目安はございますでしょうか。また、これ

らは原則として対面（現地赴任）での実施が求め

られますか、オンライン形式での実施も可能で

しょうか。

実施回数等については目安はございませんので、

効果的な回数等をご提案いただければと存じま

す。また、「県が指定する会議等の場での報告」

に関しては対面を想定しておりますが、「ワーク

ショップ、説明会等」に関しましては、必ずしも

対面を求めるものではございません。他団体等の

実施経験から本県にとって最も効果的なご提案を

いただければと存じます。

21

過去調査との推移比較について

過去に徳島県で同様のエンゲージメント調査（ま

たは職員満足度調査等）を実施した実績はござい

ますでしょうか。実績がある場合、今回の調査結

果分析において、過去データとの経年（推移）比

較を行うことは必須の要件に含まれますでしょう

か。

No.1の回答をご参照ください。

なお、今回の調査分析との比較は必須ではござい

ません。

22

実施状況調査（翌年3月）の規模について

仕様書「5 業務内容等」の（7）「実施状況調査の

実施」について、施策の効果検証として行う調査

は、再度全職員（約3,400名）を対象としたアン

ケート調査を想定しておりますでしょうか。それ

とも、伴走支援を行った特定部署へのヒアリング

や小規模なアンケートを想定しておりますでしょ

うか。

 現状では、再度全職員を対象とした調査を実施す

ることを想定しておりますが、効果検証の手法と

してより良いご提案がございましたら、協議の

上、決定させていただくことになると存じます。

23

募集要項＞3提出書類等＞(1)提出書類＞企画提案

書（様式第4号）について

ご提案内容の視認性を高めるために、別紙として

パワーポイントなどの形式での提出は可能でしょ

うか。企画提案書には概要としてポイントと、別

紙の該当ページを記載させていただく想定です。

募集要項「３ 提出書類等」に記載のとおり、企画

提案内容を補足する参考資料（任意提出）として

別紙をご提出いただくことは可能です。
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24

募集要項＞3提出書類等＞(1)提出書類＞見積書

（様式第5号）について

見積書の内訳は、募集要項＞4対象となる経費の

粒度で記載する必要があるでしょうか。

また本件の契約は準委任または請負契約のどちら

の想定でしょうか。

見積書については、可能な限り詳細な金額の内訳

が分かるように積算を行って記載してください。

本契約は準委任契約を想定しております。

25

募集要項＞3審査基準等＞プレゼンテーションに

ついて

プレゼンテーションは対面もしくはオンラインの

どちらの想定でしょうか。また、補足資料として

実際に利用するシステム等のデモンストレーショ

ンを実施することは可能でしょうか。

プレゼンテーションは原則として対面（現地）で

の実施を想定しています。

また、プレゼンテーションの方法は提案者の任意

ですので、指定された時間内であれば、システム

等のデモンストレーションを実施していただくこ

とも可能です。映像機器（ディスプレイ等）は県

で用意しますが、パソコン等は提案者でご用意く

ださい。

26

仕様書＞5 業務内容等＞(4) 調査の実施

本事業の調査対象者においては、何名程度紙での

調査回答を想定されているでしょうか。

No.3の回答をご参照ください。

27

仕様書＞5 業務内容等＞(4) 調査の実施

本事業の調査実施において、貴県の保有するアン

ケートツールでの回答収集は可能でしょうか。可

能な場合は、利用可能なシステム名などの詳細を

ご教示いただけますでしょうか。

また、調査を実施するWebシステムについては、

インターネット環境にあるサービス（クラウド

サービス）の利用は可能でしょうか。

本県保有のアンケートツールでは、匿名性の確保

が難しいため、利用はご遠慮ください。

また、クラウドサービスに関しましては、 仕様書

「９ その他特記事項（４）クラウドシステム」に

規定されているセキュリティ対策やISMAP等への

登録等の各種要件を全て満たすものであれば利用

可能です。

28

仕様書＞5 業務内容等＞(4) 調査の実施

本事業の分析において、想定されている分析粒度

はあるでしょうか。（課単位、室単位等）また、

調査対象である、知事部局内の組織数をご教示い

ただけますでしょうか。

（約〇課、約〇室等）

No.17の回答をご参照ください。



No. 質問 回答

29

仕様書＞5 業務内容等＞(4) 調査の実施

過去に類似の調査を実施されたことはありますで

しょうか。（職員意識調査等）その際に得られた

課題や、課題を受けて実施された施策があればお

伺いさせていただきたいです。

No.1の回答をご参照ください。

30

仕様書＞5 業務内容等＞(5) 集計・分析・報告

分析にあたっては、上記の実現のために貴県と協

議をする前提で、生成AIを活用した分析を含める

ことは問題ないでしょうか。

なお、生成AIへの入力データは、AIのモデル改善

（学習）に使用されないことを前提とします

生成AIの活用に関しましては、生成AIのサービス

がISMAPに登録されていることや、入力内容を学

習しないクローズドな環境で動作していることな

ど、本県の選定基準を満たしている場合に限り可

能です。

31

調査設計において「学術的根拠に基づく設問」と

あるが、想定されている理論（例：JD-R モデル、

組織コミットメント理論等）があればご教示くだ

さい。

現状、想定・想定している理論はございません。

本県にとって最も効果的な理論について、ご提案

いただければと存じます。

32

他自治体との比較を行う際、比較対象の条件（規

模、地域性、職種構成等）について県側で想定し

ている基準はありますか。

都道府県や政令指定都市のほか、職員数の規模が

同等程度（約3,400名規模）の自治体との比較を

想定しています。また、各種属性についても比較

を想定しております。

33

エンゲージメントスコアの定義（算出ロジック・

指標構成）について、県として重視する評価軸が

あればご提示ください。

現状、県として重視する評価軸はございません。

本県にとって最も効果的な定義について、ご提案

いただければと存じます。

34
因果関係分析について、統計的手法（回帰分析、

SEM 等）の指定や期待精度はありますか。

現状、指定等はございません。本県にとって最も

効果的な手法等をご提案いただければと存じま

す。

35

回答率向上について、過去に同種調査を実施して

いる場合、その実績（回答率等）をご教示くださ

い。

全職員を対象とした同種調査の実績はございませ

ん。

36
調査対象約3,400 名の内訳（職種割合、年齢層な

ど）は事前提供可能でしょうか。
提案段階でのデータ提供は予定しておりません。

37

行政端末未保有者への紙調査について、想定人数

や所属の特徴はありますか。

また紙調査ではなく個人のｽﾏｰﾄﾌｫﾝからの回答な

どで代替え案とすることは可能でしょうか。

No.3の回答をご参照ください。

個人所有のスマートフォン利用に関しましては、

通信料等がかかるため、本人が了承した場合のみ

の利用は可能かと考えます。

38

調査期間中の周知・督促について、県としての関

与範囲（庁内通知、上長関与等）はどの程度想定

されていますか。

職員へリマインドメール等の通知は、県において

行うことは可能と考えます。効果的な周知手法に

ついては受託者と協議のうえ進めます。

39
 問い合わせ対応の想定件数や対応時間帯につい

て、要件があればご教示ください。

問い合わせ対応件数は想定しておりません。対応

時間帯に関しましては、要件はございませんが、

業務遂行に支障が生じない範囲としてください。



No. 質問 回答

40

改善施策の対象範囲として、制度改定（人事評

価・働き方制度等）まで踏み込む提案は期待され

ていますか。

根本的な課題解決に向けた踏み込んだ提案は期待

しているところでございますが、一方で、法制度

上や予算上など、明らかに実現が不可能な提案に

ついては、控えていただければと存じます。

41

ワークショップ・研修について、対象者（管理

職・一般職等）別の実施要件や想定回数はありま

すか。

調査結果から協議によって判断されることかと考

えますので、現時点での対象者別の実施要件や回

数の想定はございません。他団体等の実施経験か

ら本県に必要と考える要件や回数について、ご提

案をいただければと存じます。

42

個別課題がある所属への支援について、優先順位

付けの考え方（例：スコア下位、離職率等）は定

義されていますか。

調査結果から協議によって判断されることかと考

えますので、現時点での考え方や定義はございま

せん。他団体等の実施経験から本県にとって最も

効果的なご提案をいただければと存じます。

43

改善施策の実行に必要な庁内リソース（推進担当

者・プロジェクト体制等）はどの程度確保可能で

しょうか。

改善施策の内容によって変わってくることと考え

ます。現状、人事課行政改革室のみでの推進体制

を想定いただければと存じます。

44
実施状況調査のKPI（スコア改善率、離職率、満

足度など）の想定指標があればご教示ください。
現状、KPIの想定指標はございません。

45

本業務終了後の継続的なエンゲージメント測定・

改善活動の体制について、県の想定はあります

か。

来年度以降の事業実施については未定です。

46

改善施策の効果検証において、短期（年度内）と

中長期の評価の切り分けはどのように考えていま

すか。

特段、短期（年度内）と中長期の評価の切り分け

はございません。本県にとって最も効果的な効果

検証方法をご提示いただければと存じます。

47
クラウドシステムについて、既に利用想定の基盤

（庁内標準等）がある場合はご提示ください。
利用を想定している基盤はございません。

48
データ保管期間および削除ポリシーについて、県

としての標準的要件を教えてください。

原則として、契約終了後速やかにデータを消去・

破棄していただくことを要件とします。クラウド

サービスを利用する場合の具体的な消去（削除）

のタイミングや消去証明の方法等については、受

託候補者として選定した後の仕様調整において個

別に協議に応じます。

49
セキュリティ監査の頻度・形式（書面／立入）は

どの程度想定されていますか。

立入検査等を受け入れることを求めていますが、

実際の立入検査に代わる書面報告（セキュリティ

認証の提出等）や説明等での代替の可否について

は、契約締結時の仕様調整の際に協議に応じま

す。具体的な頻度や形式についてもその際に決定

します。

50
仕様書記載のスケジュールは固定か、調整可能な

余地はありますか。

仕様書記載のスケジュールは、現状の案であり、

協議により調整は可能です。



No. 質問 回答

51
会議体（報告会・説明会等）の回数・参加者層に

ついて具体的な想定があればご提示ください。

現状の案となりますが、庁議の場（知事、副知

事、各部局長等の出席）での報告会については想

定をしております。その他の会議体については、

本県にとって最も効果的な内容・回数等をご提案

いただければと存じます。

52

分析レポートに求められる粒度（例：部局別／個

人属性別）および可視化形式（ダッシュボード

等）の要件はありますか。

組織の最小単位は「所属単位（約150所属）」を

想定しています。これに加え、属性別の単純集計

やクロス集計を求めています。可視化形式の具体

的な指定はありませんが、特別な専門知識がなく

ても職員が組織状態を容易に把握できるよう、理

解を助ける工夫がなされた形式をご提案くださ

い。

53
成果物の二次利用（次年度以降の活用や他自治体

展開）について制限はありますか。

本業務の目的以外での利用や第三者への提供（他

自治体への展開等）は原則として認めておりませ

ん。ただし、個人を特定できないよう加工した統

計データの利用や、受託者が提供するクラウドシ

ステムのサービス改善等を目的とした利用につい

ては、協議に応じます。

54
回答率が一定水準（例：60％）未満となった場合

の扱いについて、再調査等の方針はありますか。

回答期間の延長等は考えられますが、再調査は現

状想定しておりません。

55
組織内でネガティブな結果が出た場合の開示範

囲・取り扱いルールは定義されていますか。
現状ございません。

56
管理職層の関与度合いが低い場合の対応につい

て、県としての支援方針はありますか。

現状ございません。他団体等の実施経験から本県

にとって最も効果的なご提案をいただければと存

じます。

57

若手離職やメンタル不調増加といった課題に対し

て、優先的に介入すべきターゲット層の定義はあ

りますか。

現状ございません。他団体等の実施経験から本県

にとって最も効果的なご提案をいただければと存

じます。

58
パルスサーベイ（簡易定点調査）などの継続的モ

ニタリング手法の導入提案は許容されますか。

提案いただくことは問題ございません。実施に資

しては、職員への負担等を考慮し、協議の上、検

討させていただきます。

59
AI 分析やテキストマイニング（自由記述分析等）

の活用について期待事項はありますか。

課題解決のサポートして期待しているところで

す。（生成AIの活用に関しましては、生成AIの

サービスがISMAPに登録されていることや、入力

内容を学習しないクローズドな環境で動作してい

ることなど、本県の選定基準を満たしている場合

に限り可能です。）

60
エンゲージメント向上と人事施策（評価・配置・

育成）の連動提案は対象範囲に含まれますか。

エンゲージメント向上の改善に繋がる事項に関し

ては、連携提案の対象範囲と考えます。



No. 質問 回答

61

（該当箇所： 仕様書 ９（１）再委託、および

（４）クラウドシステム） 仕様書において「再委

託は原則禁止する」とある一方で、「専門性等か

ら、自ら実施するより高い効果が期待される場合

等においては、業務の一部を再委託により実施す

ることができる」と記載されています。 アンケー

ト調査の利便性や回答率を高めるため、アンケー

ト調査専門の会社にWebアンケートの配信・デー

タ保管等の業務を委託することは、仕様書に記載

されているクラウドシステムの利用に該当します

か。

記載のとおり、原則再委託は禁止ですが、条件を

満たしていれば再委託は可能です。

再委託した場合も、再委託先がクラウドシステム

を利用する場合は、仕様書記載のクラウドシステ

ムの利用に該当しますが、再委託先もセキュリ

ティ等に関し、要件を満たしておく必要がござい

ます。また、再委託先の情報セキュリティ対策の

実施状況及び定めている要件を満たすことが確認

できる情報を、県に提供していただく必要がござ

います。

62

（該当箇所： 仕様書 ３ 委託業務の目的、趣旨、

および ５（３）調査の準備、運営体制） 本業務

における調査内容の設計や、効果的な分析手法を

検討するためにお伺いします。過去（昨年度以

前）に、貴県においてエンゲージメント調査や類

似の調査を実施された実績はございますか。

No.1の回答をご参照ください。

63

徳島県職員（知事部局のみ）約3,400名の方が調

査対象と認識しております。

エンゲージメント分析における集計粒度の検討の

ため、対象者の所属組織について、部局・課室等

でどの程度の単位に分かれているか、ご教示いた

だけますでしょうか。

No.17の回答をご参照ください。

64
紙での調査実施対象者数を概算で教えていただけ

ますか（お見積に必要なため）
No.3の回答をご参照ください。

65

回答にあたって、完全に匿名での実施を想定され

ていますか？あるいは、職員番号やメールアドレ

ス等の情報を回答時に入力してもらうような、記

名式の回答を想定されていますか？後者の場合、

未回答者のみへのリマインドが可能になります

仕様書記載のとおり、集計実施者においても、回

答者が特定されることのない調査の仕組みになっ

ていることを前提としております。その上で、

「回答率を高めるための仕組みが備えられている

ものとすること。」となっております。

66

回答ツールは、組織で既に使用しているアンケー

トツール等を利用可能でしょうか？（LoGo

フォームやMS Forms, Google Formsなど）

本県保有のアンケートツールでは、匿名性の確保

が難しいため、利用はご遠慮ください。

67

分析の属性情報につきまして。知事部局が今回の

調査対象とのことですので、9部1局が基本になる

かと思いますが、さらにその下の階層（課等）が

どのくらいの数になるか、現時点での想定を教え

ていただけますか。最終的には受託者との協議に

より決定することは承知しております。

No.17の回答をご参照ください。



No. 質問 回答

68

過去に類似の調査診断（従業員満足度調査等）を

庁内で実施されたことはございますでしょうか。

実施されている場合、今回の調査にあたり、過去

の結果報告書を拝見することは可能でしょうか。

No.1の回答をご参照ください。

69

所属長の方等へ個別ヒアリングを実施させていた

だくことは可能でしょうか。また、これまでに実

施されているエンゲージメント向上に繋がる施策

や研修等があれば教えていただけますか。

契約締結後であれば、協議の上、調整可能と考え

ます。


